
 

 

 

 

平 成 27 年 度 

 

八代市議会議会運営委員会記録 
 

 

 

 

 

 

審 査 ・ 調 査 案 件 
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１．その他 
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議会運営委員会会議録 

 

平成２７年６月１５日 月曜日 

  午前１０時４１分開議 

  午前１０時４３分閉議（実時間２分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１議長不信任及び議長信任の取り扱いについ

て 

                             

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  山 本 幸 廣 君 

副委員長  鈴木田 幸 一 君     

委  員    亀 田 英 雄 君  

委  員  田 中   安 君 

委  員    中 村 和 美 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  福 嶋 安 徳 君 

委  員    古 嶋 津 義 君 

委  員  前 垣 信 三 君 

委  員  幸 村 香代子 君 

 

 議  長          君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

          君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 議会事務局長    桑 崎 雅 介 君 

 

                              

○記録担当書記    國 岡 雄 幸 君 

梅 野 展 文 君 

 

（午前１０時４１分 開会） 

◎議長不信任及び議長信任の取り扱い 

○委員長（山本幸廣君） ただいまから議会運

営委員会を開会いたします。 

 それでは、議長不信任及び議長信任の２件の

取り扱いについて、説明を求めます。 

 桑崎議会事務局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） 今後の議事の

運営について、説明させていただきたいと思い

ます。 

 それでは、済みませんが座りまして説明させ

ていただきます。（委員長山本幸廣君「はい、ど

うぞ」と呼ぶ） 

 先ほど、信任、不信任の動議が同時に提出さ

れました。 

 いずれも提出要件であります議員定数、１２

分の１以上となっておりますが、これを満たし

ておりました。 

 今後の議事の運営といたしましては、議長に

対する不信任・信任動議でありますため、本２

件の動議に関しましては、この後、副議長によ

り議事を進めていただくことになります。 

 この２件の動議は、最優先の先決問題の先議

事件ということでございまして、日程を追加し

て――日程を追加し、一括議題に供しまして、

まずは受理しました順序、すなわち不信任動議、

信任動議の順に提出者の方から説明を求めるこ

とになります。 

 その後採決ということでございますが、起立

によりまして採決をいたしまして、まずは現状

を肯定するものから先に諮るとした取り扱いが

あることに基づきまして、まずは信任動議から

採決されることになります。 

 ここで信任動議が可決されますと、不信任動

議は議決不要となります。 

 また信任動議が否決されますと、不信任動議

をお諮りし採決することになります。 

 以上で、ございます。 
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○委員長(山本幸廣君) はい、議会事務局長の、

ただいま説明が終わりましたが、何か質疑あり

ませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）（「採決の方

法は」と呼ぶ者あり）（「起立」と呼ぶ者あり） 

 起立です。（「起立採決」と呼ぶ者あり） 

 はい、起立採決です。 

 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長(山本幸廣君) ほかにありませんで

すね。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 以上で、本日の議会運営委員会を閉会いたし

ます。 

(午前１０時４３分 閉会) 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

  平成２７年６月１５日 

 議会運営委員会 

 委 員 長 

 

 


